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県民健康調査について

「県民健康調査」とは

  福島県では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、県

民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目的とし、「県民健康調

査」を実施しています。

 「県民健康調査」の概要図  [PDFファイル／395KB]

基本調査

 東京電力福島第一原子力発電所の事故後、空間線量が最も高かった時期における放射線による外部被ばく線量の推計を行うため、全県民の皆さまを対

象に実施しています。

 基本調査について

詳細調査

 甲状腺検査、健康診査、こころの健康度・生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査を実施しています。

甲状腺検査

 子どもたちの健康を長期的に見守ることを目的として、平成23年3月11日時点で概ね18歳以下の福島県民を対象に、甲状腺(超音波)検査を実施していま

す。

 甲状腺検査について      

 現在行っている甲状腺検査の場所・日時（福島県立医科大学ホームページ）

健康診査

 県民の皆様の健康を見守り、将来にわたる健康増進につなぐことを目的として、健康診査を実施しています。

 健康診査について

こころの健康度・生活習慣に関する調査

 県民の皆様のこころとからだの健康状態や現在の生活習慣などを把握し、適切なケアを提供することを目的として、こころの健康度・生活習慣に関する調

査を実施しています。

 こころの健康度・生活習慣に関する調査について

妊産婦に関する調査

 妊産婦の皆様の健康状態等を把握し、健康管理に役立てていただくことを目的として、妊産婦に関する調査を実施しています。

 妊産婦に関する調査について 

＜お問合せ先＞

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

電話番号 024-549-5130

受付時間 ９時から１７時まで（土日祝日を除く）
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県民健康調査課 代表

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（西庁舎8F）  Tel：024-521-8219  Fax：024-521-8229  お問い合わせはこちらから 
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県民健康調査（全県民対象 ）

基本調査

健康状態を把握

対象者：平成23年3月11日時点での県内居住者

方 法：自記式質問票

内 容：３月11日以降の行動記録

（被ばく線量の推計評価）

対象者：震災時概ね18歳以下の全県民

内 容：甲状腺超音波検査

甲状腺検査

対象者：避難区域等以外の住民

内 容：一般健診項目

職場での健診や市町村が行う住民健診、

がん検診等を定期的に受診することが、

疾病の早期発見・早期治療につながる。

「既存健診対象外の県民に対する健康診査」の実施

対象者：避難区域等の住民

内 容：一般健診項目＋白血球分画等

詳細調査

データベース構築

◆県民の長期にわたる健康管理と治療に活用

◆健康管理をとおして得られた知見を次世代

に活用

継続して管理

☆健康調査や検査の結果を

個々人が記録・保管

☆放射線に関する知識の普及

フォロー
・ホールボディカウンター

・個人線量計

線量を把握（基礎データ）

健康診査（既存の健診を活用）

相談・支援 治 療

県民健康管理ファイル

妊産婦に関する調査 (母子健康手帳交付者へ質問紙調査)

こころの健康度・生活習慣に関する調査（避難区域等の住民へ質問紙調査）



甲状腺検査

生体試料の保存 ［甲状腺検査 ２次検査と連動］

【避難区域等住民：２１万人】 一般健診項目＋白血球分画等
（対象者区分：就学前乳幼児・小学生～中学生・高校生～成人） ※既存の特定健診を活用して実施

２３年度 ３２年度以降

データベース運用

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査

個人線量計の活用

基 本 調 査

先行検査【震災時概ね１８歳以下 ３７万人】

本格検査【震災時概ね１８歳以下 ３８．５万人（胎児を含む）】
２６、２７年度において全対象者を検査

その後、対象者が２０歳になるまでは２年ごと、それ以降は５年ごとに継続して実施

健康診査

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７ ２８ ３０ ３１２９

【避難区域等以外住民】 特定健診等の受診を勧奨
これまで健診の受診機会がなかった方（概ね１９～３９歳）に対して、受診機会の提供

【避難区域等住民：２１万人】

質問紙調査 (一部面接調査)

データベース構築

：各種調査、検査、測定結果のデータベースへの蓄積（随時実施） 分析結果は、適宜公表。

詳細調査

基本調査

※追跡調査の実施について検討

がん登録データの活用（調査データベースとの連動）

こころの健康

度・生活習慣に

関する調査

妊産婦に
関する調査

県民健康管理ファイル

【震災後妊産婦】

質問紙調査

※追跡調査の実施について検討

【震災時妊産婦】

質問紙調査

福島県県民健康調査 スケジュール 平成２３年度～３２年度（３３年度以降も継続）




